
 

 

   司会進行／羽地 宏幸 

   ロータリーソング／えんどうの花・四つのテスト 

   ゲスト／大城 盛嗣氏（石垣税務署長） 

        深井 要氏（石垣税務署 総務係長） 

   メークアップ／小林昌道・宮良榮子・渡久地明 

                          （計 3 名） 

 

 

会員総数 ３８名 出席義務会員 ３７名 

出席数  ２０名 欠席数     １７名 

出席率 ５４．０５％（８月 通算出席率 ６２．６３％） 

 

 

ＢＯＸ ￥1,000（累計￥19,000） 

コイン ￥2,910（累計￥21,253） 合計￥40,253 

 

   3 ヶ月もの間、例会も欠席してしまい、申し訳ござ

いませんでした。元気になり又、皆様と一緒に頑

張ってまいりますね。        （上原 晃子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風 15号が過ぎ去ったばかりで、後片付けもま

まならない状態の方もいらっしゃると思います。

瞬間最大風速が 71ｍという記録的な風と雨、大変

な自然の力を思い知らされましたが、こういう災

害、備えあれば憂いなしと言いますが、なかなか

そう上手くいかないです。停電で不自由さを感じ

たり、ライフラインの大事さを痛感いたしました。 

今日は大きな社会システムの 1 つのなると思い

ますが、マイナンバー制度について、大城署長を

お招きしています。先ほどお話を聞きましたが、

マイナンバー制度は 3 つの目的があるそうです。

税制、社会保障それから災害の目的があるそうで

す。意外なんですが、台風よりも大きい災害、例

えば地震津波で確認ができないという時にもマイ 

 

 

ナンバーが役に立つそうです。2012年東北の大震

災が記憶に新しいと思いますが、その大災害があ

ってからいろんな社会の考え方、システムも変わ

ってきております。例えば、社会に対する意識が

変わったようです。但し、その意識というのは災

害よりも前に変わっていたという話ですが、ご紹

介します。内閣府の国民生活白書というがありま

す。社会意識に関する個人調査で個人の利益と国

民全体の利益、どちらが大切かというアンケート

で、個人の利益が大事と答えている方、30％前後

で 16年間推移して、国民全体の利益が大事と考え

ている方は 40％前後でしたが、2006 年頃から急

に増え始めて、2008 年頃には 50％を超えたと、

半数以上が個人の利益よりも国民全体の利益が大

事と考えている。その意識が変わって来たという

ことです。震災以降かと思いましたら、2008年か

ら変わっています。残念ながら国民生活局が廃止

になったという事で、2008年で統計が終っていま

すが、おそらくもっと意識が高まっているんじゃ

ないかと思います。社会全体の事を考えないとや

はり個人も上手くいかないという意識が高まって

いる気が致します。またロータリーの奉仕を考え

ますと、自分の利益よりも他人の事（利益）を考

える、奉仕に近いかなと思いますが、そういう意

識も高まっているかもしれないと思います。今日

はマイナンバーという事で、社会システムを勉強

する機会になればと思います。 

 

 

 

石垣税務署長 

テーマ「マイナンバーについて」 

 
今日のお話について、マイナンバー制度ですが、

言葉としては社会保障・税番号制度が略されてい

ます。まだ周知が十分に至っていません。10月に

は交付が始まり、1 月には使って行きます。そう

いう差し迫っている中で、これからの 4 か月間を

事業者としてどうして頂くかという事をかいつま

んでお話させて頂きます。この制度にどう会社が

対応していくかというポイントを解って頂けたら

なと思います。 

マイナンバー制度、この 1 か月間、卓話の依頼
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を受けて調べて行けばいくほど、早急に皆さんに

伝えたい事が 3 点ほどございます。それを持ち帰

って、自分の会社の経理担当者、ご家族、子供を

含めてマイナンバーが交付されますので、その辺

をスムーズに交付できるように対応して頂いて、

10 月からマイナンバーをしっかりと取得して、1

月以降にはしっかりと使えるようにするというの

をお願いしたいと思います。 

最初にマイナンバーを使う役所はどこかという

と、税務署または市町村の税関系の所が大きく動

くと思います。税務署に出す税申請書、確定申告

書（法人・個人含めて）必ず税番号を書くことに

なります。会社であれば法人番号、個人であれば

個人のマイナンバー、それを書き込む欄が増えま

す。今様式を変えていっている所です。例えば従

業員を使っている場合の税関系の書類、扶養控除

申告書がございます。その中に従業員の名前があ

ったり、お子様の名前があったりします。この番

号も集めてきます。そういう作業が出てきます。 

10月から通知され、来年 1月から順次利用が開

始されますが、それに向けてどうするかをお話さ

せて頂きます。個人番号について、マインンバー

で議論されている所です。12桁の番号で、住民票

を有する国民全員に 1人 1つ指定され、市区町村

から通知されます。今年 10月以降に皆さんのお手

元に通知カードが来ます。石垣でしたら石垣市市

民課から送付されます。そのカードと一緒に個人

番号カードの交付申請書が入ってきます。そした

ら交付申請書に記入してもらって、世帯ごとに来

ますので家族の顔写真を撮って、地方公共団体情

報システム機構に送ります。そこで顔写真と照合

して個人番号カードを作ります。作ったカードを

市役所に送付します。市役所は皆さんに「届いて

いますので、取りに来て下さい」と通知します。

受取に行くときに通知カードと身分証明書（運転

免許証等）を持って行くことで個人番号カードに

切り替えることができます。お願いしたいのは、

お手数ですが通知カードが自宅に届いた場合は、

早目に家族全員個人番号カードに替える作業をし

て頂きたいと思います。 

個人番号カードというのは、例えば税務署で

e-Taxがございます。e-Taxの認証は住民基本台帳

カードをやっていますが、その中に証明書があり

ます。その証明書の部分もチップの中に入ってい

ますので、e-Tax で使う個人認証にも使えること

になっています。今後住民基本台帳カードはいら

なくなるという事です。また、マイナンバーカー

ドは一生使うものです。番号自体は基本的には変

わらないという事でご理解頂きたいと思います。 

個人番号の利用範囲は番号法に規定された社会

保障と税と災害対策に関する事務に限定されてい

ます。これ以外の手続きには使いません。手続き

に使う場合には国、地方公共団体、勤務先、金融

機関、年金、医療保険者などに提供するのであっ

て、それ以外の目的でむやみに他人に提供する事

はできないという事です。さらに他人の番号を不

正に取ったり、他人に番号を取り扱っている人が

マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報

ファイルを他人に不当にあげたりすると処罰の対

象になります。法人番号は原則公表です。今予定

しているのは国税庁のホームページで、例えば取

引先を確認したい場合、税務署にアクセスすれば、

この会社が法人として登録されているのかを含め

て見れると思います。従来は取引先を確認するの

に信用会社なり登記所へ行く必要がありましたが、

それが必要なくなります。登記されている法人だ

けでなく、その他法人も 1 つずつ法人番号を付番

しますので、そういう所で活用幅は広がるかと思

います。 

次に特定個人情報の保護措置の必要性ですが、

個人番号の漏えい、マイナンバーを含む個人情報

の事ですが、この情報を守るために特定個人情報

の取り扱いについて、厳格な保護措置、それに違

反したら処罰が課される措置を取るように定めて

おります。特定個人情報の保護措置や解釈につい

ては元々特定個人情報保護委員会というのが国の

中にあって、具体例を用いて分かりやすく解説し

たガイドラインが載っています。特定個人情報の

漏えい、滅失、毀損の防止、その他の大切な管理

の為に適切な安全管理措置を講じていく必要があ

ります。その対応をこの 4 ヶ月の中で、皆さんに

は各事業所でやって頂く作業があります。基本方

針の策定、取扱規定等の策定、安全管理措置につ

いては組織的な安全管理措置、人的な安全管理措

置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置が

上げられます。1 つ目の基本方針の策定ですが、

特定個人情報等の保護に関する基本理念を明確に

して法令順守、安全管理、問合せ、苦情等に関す

る方針を定めるとありますが、ただ義務付けられ

てはいません。義務ではないですが、これを作成



することで従業員への説明がやりやすくなる。従

業員にも周知して、理解してもらわないといけな

い、研修等もしていかないといけないと思います

ので、ぜひ作って頂いた方が筋として解りやすい

と思っています。

うのは、例えば税務関係の書類で言いますと、源

泉徴収票とか支払調書というのを

られると思います。そういった作成事務で特定個

人情報を取り扱う場合のマニュアルやその事務フ

ロー、手順を示した文書

ようにする必要がある。その手続き、取扱規定を

決める所が出てきます。

置、組織的安全管理措置というのは担当者を誰に

するのか明確にして担当者以外が特定個人情報を

取り扱う事がないように仕組みを作る。誰でも触

れる状態にはしない。人的というのは従業員とか

従業員の監督とか先ほどお話した研修もそういう

事で、従業員にも安全管理措置のためにこういう

事はやったらだめですよという話を説明するのか

人的安全管理措置。物理的安全管理措置はどうし

ても漏えいとか盗難を防いでいかないといけない

措置で

う事ができないように工夫をすることです。具体

的には金庫にしまうとか、扱っている時に見られ

ないように間仕切りを作るとかという事です。技

術的というのは、最近は紙で保管するというのは

減って来て、大切な情報をデータで保存している

のがほとんどです。その情報を不正にアクセスさ

れない、盗まれないようにするためにウィルス対

策を取って覗かれないようにする。最新の状態に

更新したりすることを指しています。ぜひ

安全管理措置を具体的な内容について検討してい

って頂きたいと思います。

らですが、最初に来るのが私の想定では今度の年

末調整から個人番号を使う可能性が出てきました。

理由は給与所得者の扶養控除等（異動）申告書、

これは年末調整の時に皆さんに配られて、家族の

氏名を記入していますが、本来なら

控除申告書（

日から

時点で何名になっているかを書き換える作業です

が、実務上、

配って、それで年末調整されていると思います。

改正がありまして、こういう

することで従業員への説明がやりやすくなる。従

業員にも周知して、理解してもらわないといけな

い、研修等もしていかないといけないと思います

ので、ぜひ作って頂いた方が筋として解りやすい

と思っています。

うのは、例えば税務関係の書類で言いますと、源

泉徴収票とか支払調書というのを

られると思います。そういった作成事務で特定個

人情報を取り扱う場合のマニュアルやその事務フ

ロー、手順を示した文書

ようにする必要がある。その手続き、取扱規定を

決める所が出てきます。

置、組織的安全管理措置というのは担当者を誰に

するのか明確にして担当者以外が特定個人情報を

取り扱う事がないように仕組みを作る。誰でも触

れる状態にはしない。人的というのは従業員とか

従業員の監督とか先ほどお話した研修もそういう

事で、従業員にも安全管理措置のためにこういう

事はやったらだめですよという話を説明するのか

人的安全管理措置。物理的安全管理措置はどうし

ても漏えいとか盗難を防いでいかないといけない

措置ですが、担当者以外が特定個人情報を取り扱

う事ができないように工夫をすることです。具体

的には金庫にしまうとか、扱っている時に見られ

ないように間仕切りを作るとかという事です。技

術的というのは、最近は紙で保管するというのは

減って来て、大切な情報をデータで保存している

のがほとんどです。その情報を不正にアクセスさ

れない、盗まれないようにするためにウィルス対

策を取って覗かれないようにする。最新の状態に

更新したりすることを指しています。ぜひ

安全管理措置を具体的な内容について検討してい

って頂きたいと思います。

最後に、マイナンバーを使えるのは来年

らですが、最初に来るのが私の想定では今度の年

末調整から個人番号を使う可能性が出てきました。

理由は給与所得者の扶養控除等（異動）申告書、

これは年末調整の時に皆さんに配られて、家族の

氏名を記入していますが、本来なら

控除申告書（

日から 4月の段階で子供が卒業したとかで

時点で何名になっているかを書き換える作業です

が、実務上、

配って、それで年末調整されていると思います。

改正がありまして、こういう

することで従業員への説明がやりやすくなる。従

業員にも周知して、理解してもらわないといけな

い、研修等もしていかないといけないと思います

ので、ぜひ作って頂いた方が筋として解りやすい

と思っています。2 つ目の取扱規定等の策定とい

うのは、例えば税務関係の書類で言いますと、源

泉徴収票とか支払調書というのを

られると思います。そういった作成事務で特定個

人情報を取り扱う場合のマニュアルやその事務フ

ロー、手順を示した文書

ようにする必要がある。その手続き、取扱規定を

決める所が出てきます。

置、組織的安全管理措置というのは担当者を誰に

するのか明確にして担当者以外が特定個人情報を

取り扱う事がないように仕組みを作る。誰でも触

れる状態にはしない。人的というのは従業員とか

従業員の監督とか先ほどお話した研修もそういう

事で、従業員にも安全管理措置のためにこういう

事はやったらだめですよという話を説明するのか

人的安全管理措置。物理的安全管理措置はどうし

ても漏えいとか盗難を防いでいかないといけない

すが、担当者以外が特定個人情報を取り扱

う事ができないように工夫をすることです。具体

的には金庫にしまうとか、扱っている時に見られ

ないように間仕切りを作るとかという事です。技

術的というのは、最近は紙で保管するというのは

減って来て、大切な情報をデータで保存している

のがほとんどです。その情報を不正にアクセスさ

れない、盗まれないようにするためにウィルス対

策を取って覗かれないようにする。最新の状態に

更新したりすることを指しています。ぜひ

安全管理措置を具体的な内容について検討してい

って頂きたいと思います。

マイナンバーを使えるのは来年

らですが、最初に来るのが私の想定では今度の年

末調整から個人番号を使う可能性が出てきました。

理由は給与所得者の扶養控除等（異動）申告書、

これは年末調整の時に皆さんに配られて、家族の

氏名を記入していますが、本来なら

控除申告書（1月 1日に出す書類）に、結局

月の段階で子供が卒業したとかで

時点で何名になっているかを書き換える作業です

が、実務上、28年度分の扶養控除申告書を職員に

配って、それで年末調整されていると思います。

改正がありまして、こういう

することで従業員への説明がやりやすくなる。従

業員にも周知して、理解してもらわないといけな

い、研修等もしていかないといけないと思います

ので、ぜひ作って頂いた方が筋として解りやすい

つ目の取扱規定等の策定とい

うのは、例えば税務関係の書類で言いますと、源

泉徴収票とか支払調書というのを 1

られると思います。そういった作成事務で特定個

人情報を取り扱う場合のマニュアルやその事務フ

ロー、手順を示した文書で従業員が簡単に出来る

ようにする必要がある。その手続き、取扱規定を

決める所が出てきます。3 つ目 4 つの安全管理措

置、組織的安全管理措置というのは担当者を誰に

するのか明確にして担当者以外が特定個人情報を

取り扱う事がないように仕組みを作る。誰でも触

れる状態にはしない。人的というのは従業員とか

従業員の監督とか先ほどお話した研修もそういう

事で、従業員にも安全管理措置のためにこういう

事はやったらだめですよという話を説明するのか

人的安全管理措置。物理的安全管理措置はどうし

ても漏えいとか盗難を防いでいかないといけない

すが、担当者以外が特定個人情報を取り扱

う事ができないように工夫をすることです。具体

的には金庫にしまうとか、扱っている時に見られ

ないように間仕切りを作るとかという事です。技

術的というのは、最近は紙で保管するというのは

減って来て、大切な情報をデータで保存している

のがほとんどです。その情報を不正にアクセスさ

れない、盗まれないようにするためにウィルス対

策を取って覗かれないようにする。最新の状態に

更新したりすることを指しています。ぜひ

安全管理措置を具体的な内容について検討してい

って頂きたいと思います。 

マイナンバーを使えるのは来年

らですが、最初に来るのが私の想定では今度の年

末調整から個人番号を使う可能性が出てきました。

理由は給与所得者の扶養控除等（異動）申告書、

これは年末調整の時に皆さんに配られて、家族の

氏名を記入していますが、本来なら

日に出す書類）に、結局

月の段階で子供が卒業したとかで

時点で何名になっているかを書き換える作業です

年度分の扶養控除申告書を職員に

配って、それで年末調整されていると思います。

改正がありまして、こういう 28年分の扶養控除等

することで従業員への説明がやりやすくなる。従

業員にも周知して、理解してもらわないといけな

い、研修等もしていかないといけないと思います

ので、ぜひ作って頂いた方が筋として解りやすい

つ目の取扱規定等の策定とい

うのは、例えば税務関係の書類で言いますと、源

1 月くらいに作

られると思います。そういった作成事務で特定個

人情報を取り扱う場合のマニュアルやその事務フ

で従業員が簡単に出来る

ようにする必要がある。その手続き、取扱規定を

つの安全管理措

置、組織的安全管理措置というのは担当者を誰に

するのか明確にして担当者以外が特定個人情報を

取り扱う事がないように仕組みを作る。誰でも触

れる状態にはしない。人的というのは従業員とか

従業員の監督とか先ほどお話した研修もそういう

事で、従業員にも安全管理措置のためにこういう

事はやったらだめですよという話を説明するのか

人的安全管理措置。物理的安全管理措置はどうし

ても漏えいとか盗難を防いでいかないといけない

すが、担当者以外が特定個人情報を取り扱

う事ができないように工夫をすることです。具体

的には金庫にしまうとか、扱っている時に見られ

ないように間仕切りを作るとかという事です。技

術的というのは、最近は紙で保管するというのは

減って来て、大切な情報をデータで保存している

のがほとんどです。その情報を不正にアクセスさ

れない、盗まれないようにするためにウィルス対
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国際ロータリー・テーマ
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